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注目トピックス 
01｜これからの採用において 

曖昧にできない労働条件 
働き方改革や労働力人口減少などによりますます人材
確保が難しくなった昨今において、今まで曖昧に扱われ
てきたいくつかの労働条件がネックとなることがあり
ます。近年曖昧にできない労働条件について解説します。 

 

 

特集 
02｜給与を過払いした場合に 

      労働者から返還してもらえるか  
計算のミス等により給与を過払いし、労働者から過払い
分を返還してもらう際には注意すべきポイントがあり
ます。 

 

 

03｜遺族年金制度等の見直しについて 
共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化や制度上の
男女差を解消していくため、20 代から 50 代に死別し
た子のない配偶者に対する遺族厚生年金の見直しが検
討されています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜ごきげんになる技術（集英社） 
思考や不安との向き合い方を通じて学んだ「ごきげんに
なる技術」を解説しています。メンタルを安定させるた
めの具体的な方法や、ストレスを減らす工夫にはどのよ
うなものがあるのでしょうか。 
「ごきげん」と聞くと、いつも笑顔で快活な状態を思い
浮かべるかもしれません。しかし、佐久間宣行氏が本書
で定義する「ごきげん」とは、そうした表面的なポジテ
ィブさではなく、心の安定とブレない軸を持つことを指
します。つまり、ごきげんは生まれ持った性格ではなく、
自らが意識して作り出せるものだということです。 
ネガティブ思考は、リスクや失敗の可能性を徹底的に洗
い出すための優れたツールです。実際、筆者は仕事にお
いて事前に徹底した準備を行い、最悪の事態を想定する
ことで、他の人が見逃しがちな問題点を発見し、結果と
してチームを支えてきました。本書では、ネガティブ思
考を自分のメンタルを整えるための「ワクチン」として
活用し、心の安定を保つための具体的なアプローチを紹
介しています。つまり、ネガティブな感情も上手に活か
すことで、安定した「ごきげん」を維持することが可能
になるということです。 
本書は、ネガティブな感情を無理やりポジティブ思考で
上書きするのではなく、むしろその感情をうまく活用し、
自分を大切にしながら心の安定を保つ技術を学べる一
冊です。 
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はじめに 
働き方改革をきっかけとした労働者の就労意識の変化
や昨今の人材不足の流れの中で、今まで曖昧に示されて
きた労働条件をそのままにしておくリスクが大きくな
ってきました。以下、近年特に曖昧にできなくなってき
た労働条件を取り上げて説明します。 
 
1. 残業 
残業時間は労働者が最も関心を寄せる労働条件の一つ
ですので、特に以下の項目についてできる限り正確に伝
えましょう。 近年は見込残業時間が法定上限（原則月
45 時間）を超える労働条件は好まれないため、できる
だけ所定労働時間内で業務を終了できるように仕事の
割り当て等を工夫した方が良さそうです。 

項目 内容 
残業の有無 残業があるか、全くないか 
平均残業時間 残業が平均して月何時間あるか 
休日出勤 休日出勤の有無、頻度 
固定残業制度 固定残業制度の有無、ある場合何時

間分の残業代に相当するか 
変形労働時間制・
裁量労働制等 

1 ヶ月変形制、裁量労働制や事業場
外みなし労働時間制など、イレギュ
ラーな制度があるか 

その他 残業に許可を要するか、始業前・ 
終業後が残業扱いとなる基準など 

 
2. 転勤・出向・業務の変更 
転勤や出向の有無、業務変更の可能性について、2024
年 4 月からの法改正により「就業場所と業務の変更の範
囲」を書面で明示しなければならなくなりました。つま
り、転勤等の対象となるか否か、転勤対象ならばどこに
転勤する可能性があるかを書面で知らせなければなり
ません。また、職種を限定しないいわゆる総合職として
採用する場合などは、部署が変わる可能性も含めて知ら
せなければなりません。 

近年では労働者側の交渉力が強くなっているため、「転
勤をするくらいなら転職する」という意見も珍しくあり
ません。また、総合職採用から「ジョブ型雇用」へ移行
しつつある流れも踏まえると、転勤や業種変更について
はより一層の慎重な説明が求められるでしょう。 
 
現実的には就業規則などで転勤や配置転換の可能性に
ついて規定しつつ、個人の希望やニーズも考慮しながら
柔軟に転勤や業務の変更をしていくことを心がけまし
ょう。 
 
3. 副業とリモートワーク 
日本型終身雇用が終焉に向かう中、副業の可否は若年者
の採用活動に大きく影響すると言われています。副業を
する意向のある労働者の割合は今後ますます増えてい
く傾向を考慮すると、副業の許可や承認について明確な
基準を設けておくと良いでしょう。 
 
具体的には、副業について以下のような事項をきちんと
ルール化しておくと良いでしょう。 
副業 NG の業種 例︓同業他社、性風俗等 
限度時間 例︓本業と合計して週◯◯時間等 
税の申告 例︓確定申告のサポート体制等 

 
また、リモートワークの可否も採用に大きく影響します。
全部または一部リモートワークを許可するのか、許可す
る場合どのように報告や連絡のルールを定めるか、業務
に使用する機材の貸与や購入補助はあるのか、または営
業秘密情報保護のためのルール等について明確にして
おくと良いでしょう。 
 
リモートワークを運用するためにはタスクの期限と品
質管理の仕組みも重要です。働きぶりが見えない分、業
務効率を落とさないための対策も考えておきましょう。 

これからの採用において 

曖昧にできない労働条件 

採用等の場面において、今まで曖昧に示して
きたいくつかの労働条件がネックとなるこ
とがあります。近年曖昧にできない労働条件
について解説します。 
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はじめに 
計算のミスにより給与を過払いした場合は、労働者に返
還を求めることになりますが、返してもらうためにはい
くつか注意点があります。 
 
過払い給与返還の法律的根拠 
過払い給与の返還に関しては、以下の民法の規定が関係
してきます。 
 
（不当利得の返還義務） 

第 703 条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によ
って利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以
下この章において「受益者」という。）は、その利益の存
する限度において、これを返還する義務を負う。 

 
この規定は、簡単にいうと「法律により本来受け取るべ
きでない人が受け取ったお金は返還しなければならな
い」というもので、給与・雇用に関連したケースとして
は、例えば以下のようなパターンが考えられます。 
 
  振込の間違いによる過払い 
  住宅手当や家族手当の支給基準に当たらない期間

に受け取った当該手当 
  通勤経路を偽り受け取っていた通勤手当 
  割増賃金の計算間違いによる過払い 
  横領など不正に得た金銭 

 
過払い給与返還の法律的根拠 
過払いとなった給与（＝不当利得）の返還を求める際は、
以下の 4 つの要件を満たす必要があります。 
 

1. 他人の財産または労務によって利益を受けること 
2. 他人に損失を及ぼしたこと 
3. 1 の利益と 2 の損失との間に因果関係があること 
4. 1 の利益に法律上の原因がないこと 

これは、「もらうべきでないお金が会社から労働者に渡
っていること、そこに法律上の根拠がないこと」が証明
できれば返還請求できるという意味であり、会社側の過
失の有無は関係がない点に注意が必要です。 
 
つまり法律上は「給与計算間違いをしたのは会社のせい
だから返還に応じない」と労働者は主張できないことに
なります。 
 
実際の対応策 
過払いが労働者の不正によるものであった場合はとも
かく、会社側が給与計算間違いをした場合にはその根拠
を示して丁寧に対応する必要があるでしょう。 
 
具体的には、給与計算間違い等による過払い給与は以下
のような手順で返還をしてもらいましょう。 
 

1. 計算間違いについて詫びつつ、就業規則、労働条件
通知書などの根拠となる書類を示し「受け取るべき
でないお金」であることを説明し、納得してもらう 

2. 返還方法について、分割返還も含めて協議する（労
働者の同意なく給与から返還金を天引きすること
はできません） 

3. 納得してもらえない場合、会社の計算間違いの過失
分を考慮して返還金の減額なども検討する 

 
 
その他の注意点 
住宅手当や家族手当、通勤手当の支給基準を就業規則や
労働条件通知書で明確に労働者に周知していない場合
は、民法 703 条に基づく返還請求権が生じない可能性
もありますので、支給基準をきちんと周知するように気
をつけましょう。 

給与を過払いした場合に 

労働者から返還してもらえるか 

計算のミス等により給与を過払いし、労働者
から過払い分を返還してもらう際には注意
すべきポイントがあります。 
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はじめに 
現行の遺族年金制度は、「夫が働き、専業主婦等の妻を
扶養する」という家庭を想定しており、性別により受給
要件・内容に差が設けられていますが、この度時代の変
化に合わせて遺族年金制度の見直しが検討されていま
す。現行制度と見直しの概要について解説します。 
 
現行の遺族年金制度 
現行の遺族年金制度は、大きく「遺族基礎年金」と「遺
族厚生年金」に分かれます。遺族基礎年金は国民年金の
被保険者が死亡したときに子のある配偶者または子（子
には年齢等制限あり）に支給され、遺族厚生年金は厚生
年金被保険者等が死亡したときに子のある妻または子、
子のない妻、孫、並びに一定の要件を満たす夫または家
族に支給されます。 
 
遺族基礎年金が「子のある配偶者」を対象とした年金給
付であることと比較して、遺族厚生年金は「夫は配偶者
が亡くなったとしても自らの就労により生計を立てる
ことができる」という考えの下で、夫は 55 歳以上でな
いと支給されません。逆に、「妻は独力で生計を立てる
ことが難しい」という考えにより、子のない妻に対して
も支給される※という制度上の男女差が設けられてい
ます。 
※注)子のない夫も妻の死亡当時 55 歳以上であれば受給権が
ある 
具体的には、子のいない場合の遺族厚生年金について、
現行制度では夫婦で以下のような違いがあります。 
 

夫 
配偶者の死亡当時 55 歳以上の場合支給される（支
給開始は 60 歳から） 

妻 
①配偶者の死亡当時 30 歳未満の場合は、5 年間の
有期給付②配偶者の死亡当時 30 歳以上の場合は、
無期の給付 

 

見直しの方向性 
今回見直しの対象とされるのは子どもがない世帯に対
する遺族厚生年金です。20 代から 50 代に死別した子
のない配偶者に対する遺族厚生年金を、夫婦どちらも 5
年間の有期給付とすることが検討されています。 
 
具体的には、50 代未満の夫を「5 年間有期給付」の対象
としつつ、妻が 30 歳未満に死別した場合の「5 年間有
期給付」の対象年齢を下図のように段階的に引上げを
徐々に行うことが見込まれています。 

 
その他の見直し案 
【 死亡時分割制度 】 
5 年有期給付化により受給額が減少することをケアす
るため、現行制度の離婚分割を参考に、死亡者との婚姻
期間中の厚年期間に係る標準報酬等を分割する死亡時
分割（仮称）の創設が検討されています。 
 
【 収入要件の廃止 】 
有期給付の遺族厚生年金の受給対象者を拡大するため、
現行制度における生計維持要件のうち収入要件の廃止
が検討されています。 
 
【 有期給付加算 】 
現行制度の遺族厚生年金額（死亡した被保険者の老齢厚
生年金の 4 分の 3 に相当する額）よりも金額を充実さ
せるための有期給付加算（仮称）の創設が検討されてい
ます。

遺族年金制度等の見直し

について 

社会経済状況の変化や制度上の男女差を解
消していくため、20 代から 50 代に死別し
た子のない配偶者に対する遺族厚生年金の
見直しが検討されています。 
 


